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議案第 ８５ 号 

 

   令和７年度府中市一般会計補正予算(第３号) 

 

令和７年度府中市の一般会計の補正予算(第３号)は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２２０，７００千円を追

加し、歳入歳出それぞれ２２，８１４，６２３千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により、

翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表繰越明許費」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 既定の債務負担行為の追加及び変更は、「第３表債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第４条 既定の地方債の変更は、「第４表地方債補正」による。 

 

  令和７年１２月１日提出 

 

                府中市長 小 野 申 人  
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14 3,373,826 19,684 3,393,510

1 国庫負担金 2,251,209 50,747 2,301,956

2 国庫補助金 1,119,771 △31,063 1,088,708

15 1,628,422 24,561 1,652,983

1 県負担金 1,058,371 24,991 1,083,362

2 県補助金 437,062 △430 436,632

17 403,246 1,230 404,476

1 寄附金 403,246 1,230 404,476

18 203,266 189,625 392,891

2 基金繰入金 194,050 189,625 383,675

21 1,926,100 △14,400 1,911,700

1 市債 1,926,100 △14,400 1,911,700

22,593,923 220,700 22,814,623歳　　入　　合　　計

国庫支出金

県支出金

寄附金

繰入金

市債

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円
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1 200,168 605 200,773

1 議会費 200,168 605 200,773

2 3,058,104 34,816 3,092,920

1 総務管理費 2,564,064 27,326 2,591,390

2 徴税費 227,525 6,050 233,575

3 戸籍住民基本台帳費 163,214 △1,936 161,278

4 選挙費 55,606 1,756 57,362

6 監査委員費 22,018 1,620 23,638

3 7,649,778 151,605 7,801,383

1 社会福祉費 4,124,613 33,535 4,158,148

2 児童福祉費 2,938,365 105,965 3,044,330

3 生活保護費 583,300 12,105 595,405

4 3,163,873 34,188 3,198,061

1 保健衛生費 1,917,647 33,588 1,951,235

2 清掃費 1,246,226 600 1,246,826

6 515,795 3,296 519,091

1 農業費 339,130 3,131 342,261

2 林業費 176,665 165 176,830

7 797,337 400 797,737

1 商工費 797,337 400 797,737

8 1,857,183 3,352 1,860,535

1 土木管理費 290,767 165 290,932

5 都市計画費 861,292 2,986 864,278

7 地籍調査費 16,903 201 17,104

10 1,949,740 △5,562 1,944,178

1 教育総務費 606,921 8,992 615,913

農林水産業費

商工費

土木費

教育費

歳　　出

議会費

総務費

民生費

衛生費

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円
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2 小学校費 145,721 8,880 154,601

3 中学校費 272,229 △40,802 231,427

4 社会教育費 306,776 1,351 308,127

6 学校給食費 330,535 16,017 346,552

12 2,470,044 △2,000 2,468,044

1 公債費 2,470,044 △2,000 2,468,044

22,593,923 220,700 22,814,623歳　　出　　合　　計

款 項 補正前の額

公債費

補　正　額 計

 千円  千円  千円
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第２表　繰越明許費

款 項 事　　　業　　　名 金　　額

１０ 教 育 費 ３ 中 学 校 費 中学校施設整備経費
千円

150,000
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第３表　債務負担行為補正

  （追　加）

  （変　更）

道路維持修繕業務 令和8年度 43,000

河川水質検査等分析業務 令和8年度 9,727

出口川湧水処理施設維持管理業務 令和8年度 21,670

事 項 期 間 限 度 額

中学校学習用端末購入費 令和8年度 48,950

補 正 前

事 項 期 間 限 度 額

千円

　　　戸籍附票システム標準化・共通化業務 令和8年度 3,036

千円

住民情報総合システム機器リース料

令和8年度

～ 80,584

令和12年度
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補 正 後

事 項 期 間 限 度 額

千円

住民情報総合システム機器リース料
令和8年度

～ 84,825

令和12年度
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第４表　地方債補正

　(変　更)

補　　　　　　　　　　正　　　　　　　　　　前

起　債　の　目　的 限　度　額 起債の方法 利　率 償　還　の　方　法
千円

観 光 施 設 整 備 事 業 4,300

学 校 教 育 施 設 整 備 事 業 132,900

病 院 施 設 整 備 事 業 157,600

普通貸借
又は

証券発行

 年利5.0％以内
ただし、利率見
直し方式で借り
入れる政府資金
及び地方公共団
体金融機構資金
について、利率
の見直しを行っ
た後においては
当該見直し後の

利率

　借入先の融資条件による。
　ただし、市財政の都合により据
置期間及び償還期限を短縮し、も
しくは繰上償還又は低利に借り換
えることができる。
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補　　　　　　　　　　正　　　　　　　　　　後

起　債　の　目　的 限　度　額 起債の方法 利　率 償　還　の　方　法
千円

観 光 施 設 整 備 事 業 11,000

学 校 教 育 施 設 整 備 事 業 107,700

病 院 施 設 整 備 事 業 161,700

 年利5.0％以内
ただし、利率見
直し方式で借り
入れる政府資金
及び地方公共団
体金融機構資金
について、利率
の見直しを行っ
た後においては
当該見直し後の

利率

　借入先の融資条件による。
　ただし、市財政の都合により据
置期間及び償還期限を短縮し、も
しくは繰上償還又は低利に借り換
えることができる。

普通貸借
又は

証券発行
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１　総　　括

（歳　　入）

14 国庫支出金 3,373,826 19,684 3,393,510

15 県支出金 1,628,422 24,561 1,652,983

17 寄附金 403,246 1,230 404,476

18 繰入金 203,266 189,625 392,891

21 市債 1,926,100 △14,400 1,911,700

22,593,923 220,700 22,814,623歳　　入　　合　　計

 千円

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円
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（２）　給料及び職員手当の増減額の明細

区　　分 増減額 備　考

（千円） （千円）

給　　料 37,498 遡及改定

職員手当 13,170 遡及改定

（３）　給料及び職員手当の状況

　　ア　職員一人当たり給与

　　イ　初任給

令和７年４月１日現在

高 校 卒 188,000 185,700

大 学 卒 220,000

区　　　　　分 学　　　歴
国　　 の　　制　　度

行政職一（円） 行政職二（円）

－

令和７年４月１日現在

高 校 卒 194,500 192,500

大 学 卒 220,000 －

平 均 年 齢 ４３歳８月 ５５歳４月

区　　　　　分 学　　　歴 一　　般　　職（円） 技能業務職(円）

平 均 給 料 月 額 （ 円 ） 333,897 332,064

令和７年１月１日現在 平 均 給 与 月 額 （ 円 ） 372,873 345,301

令和７年４月１日現在 平 均 給 与 月 額 （ 円 ） 379,724 357,432

平 均 年 齢 ４２歳１１月 ５０歳１１月

区　　　　　　　　　　分 一　　般　　職 技能業務職

平 均 給 料 月 額 （ 円 ） 329,084 335,960

制 度 改 正 に 伴 う
増 減 分

29,586
　期末手当+0.025月
　勤勉手当+0.025月

そ の 他 の 増 減 分 △ 16,416

昇 給 期 間 短 縮 に 伴 う
増 減 分

そ の 他 の 増 減 分 △ 12,215

増減事由別内訳 説　　　明

給 与 改 定 に 伴 う
増 減 分

49,713
給料表改定率　+3.12％
実施時期　令和7年4月1日

普 通 昇 給 に 伴 う
増 減 分
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　ウ　級別職員数

級

(100.0)

(100.0)

　　（級別の基準となる職務）

７　級

　エ　期末手当・勤勉手当

　オ　地域手当

　カ　その他の手当

市： 家賃の支給基準の下限

手当額の上限

国； 家賃の支給基準の下限

手当額の上限

2.00 9.00 20.00

東京都特別区

0.00 9.00 20.00

0 3 0

(1) (100.0)

(100.0)

６級

７級

計

(1)

２級

３級

４級

５級

６級

(80.0)

21.1

１級

91 27.5

70

１級

２級

３級

(4)
４級

５級

７級

計

4.5

１級

２級

３級

４級

５級

(100.0)
令和７年４月１日現在

20 6.2

(100.0)

１級

３級

４級

５級

６級

令和７年１月１日現在

(3)

(3)

69

13.3

区　　　　　分
一　　　般　　　職 技　能　業　務　職

職員数（人） 構成比（％） 級 職員数（人） 構成比（％）

２級

6.7

68 21.1 12 80.0

36 11.1 2

323

65 20.1

37 11.4

15

89 27.6

７級

計
100.0 15

1

６級

38 11.5

100.0

8 2.5

1 7.7

20.8 12 92.3

(20.0)

8 2.4

40 12.2

７級

６　級

331 13 100.0
計

(5) (100.0)

100.0

主任
技術主任

係長 課長

区　　分 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級

主事
技師

技術職
部長

区　　分
支　給　期　別　支　給　率 支給率計

備　　考
６月（月分） １２月（月分） （月分）

一　般　職
主任主事
主任技師

主任技術職

補 正 後 2.300 2.350 4.650

補 正 前 2.300 2.300 4.600

国 の 制 度 2.300 2.350 4.650 法改正予定

支 給 対 象 地 域 府中市 広島市

支 給 率 （ ％ ）

支 給 対 象 職 員 数 （ 人 ）

12,000円

27,000円

16,000円

28,000円

国の支給基準に基づく支給率（％）

区　　分 国の制度との異同 差　　異　　の　　内　　容

通 勤 手 当 同じ。

扶 養 手 当 同じ。

住 居 手 当 異なる。

家賃額に対する支給基準が異なる。

(1)

(1)

(1)
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